
台風等により警戒が必要な場合における授業への対応について 

午前６時時点での基本的な判断基準 午前 10 時時点での基本的な判断基準 

１．北中部（北部、中部、伊賀）に 特別警報（暴風・暴風雪・大雪・

波浪・レベル５氾濫・レベル５大雨・レベル５土砂災害・レベル５高

潮）、暴風警報、暴風雪警報、レベル４大雨危険警報のいずれ

か、伊勢湾に大津波警報、津波警報のいずれかが発表されてい

るとき 

【講義】 午前中の講義を中止 

【実習】 

➀ 北中部で行う実習（午前・午後とも）すべてを中止 

➁ 南部で行う実習は気象・交通事情や通学の危険性等を 

考慮して判断 

２．全県に上記警報等が発表されているとき 

【講義】  午前中の講義を中止 

【実習】  県内の実習（午前・午後とも）すべてを中止 

３．南部（伊勢志摩、紀勢・東紀州）だけに上記警報等が発表され

ているとき 

【講義】 

午前中の講義は気象事情や交通事情や通学の危険性等を

考慮して判断 

【実習】 

➀ 北中部で行う実習は気象・交通事情や通学の危険性等 

を考慮して判断 

➁ 南部で行う実習（午前・午後とも）すべてを中止 

４．上記以外の警報（※）については、発表されている市町によ

り、気象・交通事情や通学の危険性等を考慮して、休講等の措

置を行う場合がある。 

  ※レベル４氾濫危険警報、レベル４土砂災害危険警報、 

レベル４高潮警報、レベル３氾濫警報、レベル３大雨警報、 

大雪警報 等 

【講義】 

１．北中部に特別警報（暴風・暴風雪・大雪・波浪・レベル５氾濫・

レベル５大雨・レベル５土砂災害・レベル５高潮）、暴風警報、

暴風雪警報、レベル４大雨危険警報のいずれか、伊勢湾に大

津波警報、津波警報のいずれかが発表されているとき 

午後の講義を中止 

２．北中部の上記警報等が解除されたとき・発表されていないとき

午後の講義実施について、気象・交通事情や通学の危険

性等を考慮して判断 

【実習】 

午前６時の時点で実習実施を決定しているとき 

実習を継続するかどうかについて、気象・交通事情や通学 

の危険性等を考慮して判断 

（実習については午前 10 時にこだわらず、各実習それぞれの状

況に応じて随時、各領域の実習責任者が判断し、学生部長に報

告、相談し、指示を仰ぐ。） 

 

午後３時時点での基本的な判断基準（大学院のみ） 

【講義】 

１．北中部に特別警報（暴風・暴風雪・大雪・波浪・レベル５氾濫・

レベル５大雨・レベル５土砂災害・レベル５高潮）、暴風警報、

暴風雪警報、レベル４大雨危険警報のいずれか、伊勢湾に大

津波警報、津波警報のいずれかが発表されているとき 

夜間の講義を中止 

２．北中部の上記警報等が解除されたとき・発表されていないとき 

夜間の講義実施について、気象・交通事情や通学の危険 

性等を考慮して判断 

         

三重県の気象情報提供の区分表  （この表の区域で判断基準を作成）                                                                

区域 細分区域 該当市町名 

 北 

 中 

 部 

北部 四日市市・桑名市・鈴鹿市・亀山市・いなべ市・木曽岬町・東員町・菰野町・朝日町・川越町 

中部 津市東部・津市中西部・松阪市東部・松阪市西部・多気町・明和町 

伊賀 伊賀市・名張市 

 南 

 部 

伊勢志摩 伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城町・度会町・南伊勢町 

紀勢・東紀州 尾鷲市・熊野市・大台町・大紀町・紀北町・御浜町・紀宝町 

◎大学からの情報確認方法    

大学学外ホームページ ・ 学内掲示版 ・ 放送等 

 ◎学生の行動 

（講義） 

・北中部に特別警報（暴風・暴風雪・大雪・波浪・レベル５氾濫・レベル５大雨・レベル５土砂災害・レベル５高

潮）、暴風警報、暴風雪警報、レベル４大雨危険警報のいずれか、伊勢湾に大津波警報、津波警報のいず

れかが発表されているときは自宅待機。 

・北中部に上記警報等が発表されていないときは登校とするが、各自で気象情報を確認して危険回避する

こと。ただし、居住地域に発表されている場合は自宅待機し、８時３０分以降に教務学生課に連絡すること。 

（実習） 

・実習施設のある区域、または居住地域に上記警報等が発表されているときは自宅待機。 

・宿泊している学生は必要に応じて自宅へ戻る。ただし、各自で気象情報を確認して危険回避すること。 

R8.6.3 改正 


